
北秋田警察署からのお願い

自動車専用道路区間開通に伴う通行上の注意について
日本海沿岸東北自動車道「蟹沢ＩＣ～大館能代空港ＩＣ」間が開通します。
開通する区間は、県道大館能代空港西線と直結となるため、蟹沢ＩＣから先
の大館能代空港ＩＣ方向は、自動車専用区間となります。
歩行者、自転車等の軽車両、125㏄以下（原付、黄・ピンク色ナンバー）の
二輪車は通行することができませんので、国道７号今泉交差点から大館能代
空港方面へ向かう上記の車両等は、蟹沢町内方向へ流出して下さい。

北 秋 田 警 察 署
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歩行者、自転車等の軽車両、125㏄以下の二輪車は蟹沢IC出口から一般道をご利用ください。

区間開通に伴う蟹沢ICでの誤進入にご注意ください
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